
挨拶を述べる山本会頭

資料を用いての解説

講演する村山氏

会
議
所
か
ら
の

会
議
所
か
ら
の
お
し
ら
せ

お
し
ら
せ

【
ご
準
備
く
だ
さ
い
】

　

令
和
７
年
分
以
降
よ
り
、「
特
定
親
族
特
別
控
除
の
創
設
」

と
「
扶
養
親
族
等
の
所
得
要
件
の
改
正
」
が
細
分
化
さ
れ
ま

し
た
。

　
対
象
と
な
る
控
除
金
額
の
確
認
の
た
め
、
申
告
者
の
扶
養

親
族
の
収
入
が
わ
か
る
書
類
、
ま
た
は
左
記
の
必
要
事
項
を

ご
記
入
の
上
、
相
談
会
当
日
に
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

○
配
偶
者
の
令
和
７
年
中
の
合
計
所
得
金
額

　

配
偶
者
氏
名
・
年
齢
、
①
給
与
所
得
の
収
入
金
額
・
所
得

　

金
額
、
②
給
与
所
得
以
外
の
所
得
の
合
計
額
、
配
偶
者
の

　

令
和
７
年
中
の
合
計
所
得
金
額
（
①
と
②
の
合
計
額
）

○
特
定
親
族
の
令
和
７
年
中
の
合
計
所
得
金
額

　

特
定
親
族
の
氏
名
、
特
定
親
族
の
令
和
７
年
中
の
合
計
収

　

入
金
額
・
合
計
所
得
金
額

※
「
特
定
親
族
」
と
は
、
申
告
者
と
生
計
を
一
に
す
る
年
齢

　

19
歳
以
上
23
歳
未
満
の
親
族
（
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ

　

り
養
育
を
委
託
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
里
子
を
含
み
、
配
偶
者
、

　

青
色
事
業
専
従
者
と
し
て
給
与
の
支
払
を
受
け
る
人
及
び

　

白
色
事
業
専
従
者
を
除
き
ま
す
）
で
合
計
所
得
金
額
が
58

　

万
円
超
１
２
３
万
円
以
下
（
給
与
所
得
だ
け
の
場
合
は
、

　

給
与
の
収
入
合
計
が
１
２
３
万
円
超
１
８
８
万
円
以
下
）

　

の
人
を
い
い
ま
す
。

※
親
族
が
、
２
人
以
上
の
所
得
者
の
特
定
親
族
に
該
当
す
る

　

場
合
に
は
、
そ
の
親
族
は
、
こ
れ
ら
の
所
得
者
の
う
ち
い

　

ず
れ
か
１
人
の
特
定
親
族
に
の
み
該
当
す
る
も
の
と
み
な

　

さ
れ
ま
す
。
こ
の
他
に
も
特
定
親
族
特
別
控
除
の
適
用
が

　

受
け
る
事
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

決算申告の準備はおすみですか？

令和７年分確定申告決算準備相談会のご案内
　当所では、下記の日程により、会員事業所の皆様の決算申告準備のお手伝いをいたします。
　相談会は本所での開催のみとなり、完全予約制とさせていただきますので、事前にお電話でご
予約いただきますようお願いいたします。　※株式譲渡及び不動産譲渡の申告は相談対象外とな
りますことご容赦ください。

●ご持参願いたいもの
　１．令和５年・６年分所得税の決算書（控）及び申告書（控）
　２．帳簿及び原始記録（帳簿等の合計欄は必ず計算しておいて下さい）
　３．生命保険料、地震保険料、国民健康保険、国民年金、その他控除を受ける証明書等
　４．令和５年・６年分消費税申告書（控）及び付表（控）
　５．税務署から郵送されてきた書類一式（「確定申告のお知らせ」ハガキ等）
　６．インボイス登録日がわかる書類（適格請求書発行事業者の登録通知書等）
　７．本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード等）
　８．マイナンバー確認書類（マイナンバーカード、マイナンバー通知書、住民票等）

●お問い合わせ　加古川商工会議所　中小企業相談室　TEL079－424－3355

相談日
２月18日㈬
２月19日㈭
２月26日㈭
２月27日㈮
３月２日㈪
３月３日㈫

相談会場

　加古川商工会議所
（展示ホール）

相談時間
9：30～16：00（１枠／60分）

① 9：30～
②10：30～
③13：00～
④14：00～
⑤15：00～

！消費税申告（一般課税）の下準備のお願い！
　令和５年10月以降の取引は、税額「８％」と「10％」、インボイスの「有」と「無」の４種類に分けて
合計（インボイス登録日が10/1以降の方は、そちらも分けて合計）し、来所下さい。
整理せずに来所された場合は、当日中の対応をお断りする場合もありますことご了承下さい。
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１
月
19
日
、
地
元
選
出
衆
議
・
県

議
・
市
議
を
は
じ
め
関
係
機
関
・
関
係

団
体
、
当
所
役
員
・
議
員
な
ど
１
０
８

名
が
参
加
し
、
加
古
川
プ
ラ
ザ
ホ
テ
ル

で
新
春
議
員
懇
談
会
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

開
会
の
挨
拶
で
山
本
会
頭
は
「
物
価

高
騰
や
人
材
不

足
な
ど
企
業
経

営
は
厳
し
い
状

況
で
す
が
、
当

地
域
は
東
播
磨

道
全
線
開
通
や

国
道
２
号
加
古

川
橋
な
ど
の
イ

ン
フ
ラ
整
備
が
進
み
、
Ｊ
Ｒ
加
古
川
駅

前
再
整
備
な
ど
の
賑
わ
い
の
あ
る
ま
ち

づ
く
り
も
進
展
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
好

機
を
逃
す
こ
と
な
く
、
商
工
会
議
所
と

加
古
川
市
な
ど
関
係
機
関
が
緊
密
に
連

携
を
図
り
『
Ｍ
Ａ
Ｋ
Ｅ 

Ｋ
Ａ
Ｋ
Ｏ
Ｇ

Ａ
Ｗ
Ａ 

Ｇ
Ｒ
Ｅ
Ａ
Ｔ 

Ａ
Ｇ
Ａ
Ｉ
Ｎ
』

を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
加
古
川
を
再
び
元
気

で
活
気
あ
ふ
れ
る
ま
ち
に
し
ま
し
ょ
う
」

と
述
べ
ま
し
た
。

　

岡
田
市
長
、
野
北
県
民
局
長
、
渡
海

衆
院
議
員
の
祝
辞
に
続
き
、
中
村
市
議

会
議
長
が
加
古
川
の
地
酒
、
㈴
岡
田
本

家
の
「
盛
典
」
で
乾
杯
の
発
声
を
行
い
、

参
加
者
は
和
や
か
に
懇
談
し
ま
し
た
。

　

新
年
の
節
目
を
祝
う

ー
新
春
議
員
懇
談
会
を
開
催
ー

会
議
所
の

会
議
所
の

　

12
月
８
日
、
㈱
ラ
イ
フ
デ
ザ
イ
ン
ラ

ボ　

代
表
取
締
役
の
村
山
寛
樹
氏
を
講

師
に
「
求
人
採
用
と
〝
人
が
活
き
る
〞

辞
め
な
い
職
場
づ
く
り
の
コ
ツ
」
と
題

し
た
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
ま
し
た
。

　

会
社
の
命
運
を

左
右
す
る
人
材
確

保
に
つ
い
て
、
効

果
が
期
待
で
き
る

採
用
活
動
の
ポ
イ

ン
ト
、
ま
た
採
用

し
た
人
材
に
長
く

活
躍
し
て
も
ら
う

た
め
の
コ
ツ
を
解
説
し
ま
し
た
。

　

採
用
活
動
が
上
手
く
い
か
な
い
理
由

と
し
て
「
自
社
に
魅
力
が
な
い
か
ら
」

だ
と
誤
解
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
そ
も
そ

も
見
ら
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
多
い
こ

と
を
述
べ
、
有
効
な
求
人
媒
体
の
使
い

方
や
散
り
ば
め
る
べ
き
キ
ー
ワ
ー
ド
等

を
解
説
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、
人
材
が
定
着
し
な
い
理
由
と

し
て
も
同
様
に
「
仕
事
が
き
つ
い
か
ら

」
だ
と
誤
解
さ
れ
が
ち
で
す
が
、
未
来

が
見
え
て
い
な
い
こ
と
が
原
因
だ
と
述

べ
、
安
心
感
と
将
来
へ
の
期
待
を
社
員

へ
伝
え
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
説
明

し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
加
者
は
13
名

　

共
に
長
く
働
く
た
め
に

ー
求
人
採
用
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
ー

　

12
月
12
日
、
Ａ
Ｉ
を
活
用
し
た
人
材

確
保
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
、
第
一
部
で

は
12
月
８
日
と
同
じ
く
㈱
ラ
イ
フ
デ
ザ

イ
ン
ラ
ボ　

代
表
取
締
役
の
村
山
寛
樹

氏
の
「
人
材
確
保
・
育
成
の
た
め
の
Ｄ

Ｘ
活
用
戦
略
セ
ミ
ナ
ー
」
を
、
第
二
部

で
は
加
古
川
税
務
署　

総
務
課
長
の
善

光
哲
治
氏
に
よ
る
「
事
業
者
の
デ
ジ
タ

ル
化
推
進
〜
デ
ジ
タ
ル
シ
ー
ム
レ
ス
の

世
界
へ
〜
」
と
題
し
た
講
演
を
行
い
ま

し
た
。

　

第
一
部
で
は
、

採
用
市
場
の
最

新
ト
レ
ン
ド
や

デ
ジ
タ
ル
ツ
ー

ル
活
用
の
視
点
、

定
着
率
向
上
に

つ
な
が
る
導
入

効
果
予
測
に
加

え
、
戦
略
的
施
策
の
策
定
ポ
イ
ン
ト
に

つ
い
て
、
成
功
事
例
を
基
に
解
説
が
あ

り
ま
し
た
。

　

第
二
部
で
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
を

は
じ
め
と
す
る
法
改
正
へ
の
対
応
と
し

て
、
事
業
者
が
Ｄ
Ｘ
化
を
進
め
た
場
合

の
メ
リ
ッ
ト
を
紹
介
し
、
導
入
資
金
の

補
助
例
と
し
て
Ｉ
Ｔ
導
入
補
助
金
を
紹

介
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

参
加
者
は
７
名

　

人
材
確
保
も
Ｄ
Ｘ
を
活
用
さ
せ
て

ー
人
材
確
保
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
ー


